
｢障害者 の権利 に関す る条 約 ｣ の 早期批 准 を求 め る意 見 書 

2007年 9月 29日､ 日本 政 府 は､ ｢障 害者 の権 利 に関す る条 約 ｣ に署名 し

た ｡ 

100を超 え る国 々 が署 名 す る 中 ､待 たれ て い た 口本 政 府 の 署名 が つ い に行

われ た こ とを歓 迎す る｡この 間 ､隣 国の韓 国で は､障害者 の悲願 で あ る ｢障

害者 差別 禁 ll二法 ｣ が成 立す るな ど､イ ン クル ー ジ ョンに向か う世界 の潮 流

は却1速 して い る 署名 は､ 国 内批 准 の た めの第 一歩 で あ り､今 後 の 国 内法｡

整 備 に 向けた取 り組 み が急 がれ る もので あ る｡

この ｢障 害者 の権 利 に 関す る条約 ｣ は､ 障害者 の 尊厳 ､個 人 の 自律 及 び

日立､非 差別 ､社 会 - の完 全 参加 等 を一般 原 則 と して規 定す るほか ､法 の

も との平等 ､身 体 の 自由､ ア クセ シ ビ リテ ィー ､家族 ､教 育､ 労働 等 の さ

ま ざま な分 野 にお い て ､ 障 害者 の権 利 を保 障 ･促 進 す る規 定 を設 けた包 括

的 ･総合 的 な 国際条約 で あ る｡

そ の根 底 に流 れ る理念 は ､障 害 とは個 人 的 な もので はな く､社 会 及 び環

境 との 関係 か ら生 まれ る もの で あ り､ あ らゆ る分 野 にお い て ､ 障害 の ない

人 との実質 的 な 平等 を図 るた め に､今 まで 障害 者 を排 除 して きた社 会 の側

が変 化 す る こ とを求 めて い る｡ また ､ 障害者 は権 利 の主体 で あ り､ 障害者

の こ とを障害 者抜 きには決 めない とい う原 則 が確 認 され て い る ｡

しか し､署名 に 当た って公 表 され た 口本 政府 の仮 訳 には､ そ う した基 本

理 念 や 歴 史的 ･社 会 的意 義 につ い て認 識 が 十分 で な く､教 育 の条項 をは じ

め､同条約 の趣 旨 と背 理 す る部 分 も少 な くな い と指 摘 され て い る この ま｡

まで は ､権 利 条 約 の趣 旨 ･規 定 に沿 った 国 内法 ･制度整備 に大 きな支 障 を

来 しかね ない との意 見 が ､障 害者 同体 等 か ら上 げ られ て い る ｡

｢障 害者 の権 利 に 関す る条約 ｣ は､各 国政府 のみ な らず ､障 害 に関す る 

N G O の参 画の も とで議 論 され ､ 5年 の歳 月 をか けて採 択 され た もの で あ

る｡

よ って ､ 国 にお かれ て は､ 同条約 の採 択 の経 過 を尊 重 し､最 終 的 に国会

承 認 を受 け る こ とに な る政 府 の公 定訳 に､ 障害者 及 び 障害者 用体 等 の意 見

を 卜分 に反 映す る と ともに､ 同条 約 の基 本 で あ るイ ン クル ー ジ ョンの理 念

に沿 って ､ 聞達 す る国 内法 ･制 度 の見 画 し､整備 に 当た り､ 速や か に批 准

を行 うよ う強 く要 望す る｡

ここに､地 jjE十治法 第 99条 の規 定 に よ り意 見 書を提出す る｡

､打戊20年3月 24日

石 川 県金 沢 rl 中 西 利 雄h議 会議 長


